
新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨) 

第１条 この要綱は、新発田市へのＵ・Ｉターンによる就職を推進することを

目的に、市内の企業等への就職に伴って、新潟県外から転入し、賃貸住宅に

居住する者を雇用する企業等に対して、予算の範囲内で当該企業等が支給す

る住宅手当の一部を補助する新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、新発田市補助金等交付規則

（昭和３３年新発田市規則第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 住民登録 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき

市長に届け出て、市の区域内に住所を定めることをいう。 

⑵ 賃貸住宅 市内に所在する賃貸住宅（公営住宅、社宅、事業所の寮等 

を除く。）をいう。 

 ⑶ 転入 新潟県外から賃貸住宅に住民登録を行うこと（従前から住民登録

がある場合であっても、交付申請時までの２年間、新潟県外に居住実態が

あり、市内の企業等の就職に伴って賃貸住宅に住民登録することを含む。）

をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、新発 

田市内に本社・本店若しくは営業所がある企業又は市内の個人事業主で、次

に掲げる各号の全ての要件を満たす従業員を雇用するものとする。 

 ⑴ 令和６年４月１日以後に新たに常用雇用者として雇用されていること。 



 ⑵ 雇用された日の前９０日から後９０日までの間に転入を行っていること。 

 ⑶ 雇用された日の前９０日に新潟県内の企業で常用雇用者として雇用され 

ていないこと。 

 ⑷ 交付申請後２年間以上、市内に居住の意思があること。 

⑸ 交付申請時において、雇用されてから６か月を経過していないこと。 

 ⑹ 転入日前２年間、市内に居住していないこと。 

 ⑺ 企業等の経営を担う役職（代表者、取締役等）に就いていないこと。 

 ⑻ 賃貸住宅の賃貸借契約における契約者本人であること。 

 ⑼ 交付申請時において市税等を滞納していないこと。 

 ⑽ 新発田市暴力団排除条例（平成２４年新発田市条例第２号）第２条第１

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に所属し、又は暴力団若し

くは同条第２号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

ると認められないこと。 

 ⑾ 他の公的制度による家賃等の助成を受けていないこと。 

 ⑿ 同一世帯に属する全ての者が過去にこの要綱による補助金の交付を受け

ていないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条各

号に掲げる要件を満たす従業員に対し、住宅手当として補助対象者が支払っ

た又は支払う予定である賃貸住宅の賃借料（管理費及び駐車場料金等を除

く。）に充当する経費（以下「家賃」という。）とする。ただし、従業員の賃

貸住宅の入居期間が１月に満たない月の家賃は、補助金の対象としない。 

（補助金の額） 

第５条 １月当たりの補助金の額は、補助対象者が月ごとに支払った家賃の２

分の１の額とし、２０，０００円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した１月当たりの補助金の額に、１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 



３ 市長は、前２項の規定にかかわらず、予算が上限に達する場合は、第１項

で定めた補助金の上限額を減額することができる。 

 （補助金の交付期間等） 

第６条 補助金の交付期間（以下「補助期間」という。）は、従業員が第３条の

従業員の要件を満たした日の属する月（月の途中で当該要件を満たした場合

はその翌月）から起算して２４月とする。ただし、交付決定日と第３条の要

件を満たした日の属する年度が異なる場合は、交付決定日の属する年度の４

月から起算して２４月とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、従業員が第３条各号に掲げる要件を満たさなく 

なったときは、当該従業員が当該要件を満たさなくなった日の属する月の前 

月までの期間を当該従業員分の補助期間とする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助を受けようとする

年度ごとに、新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金交付申請書（別記第

１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 家賃を支払う従業員一覧 

⑵ 従業員を常用雇用者として雇用したことを証明できる書類 

 ⑶ 従業員が転入まで新潟県外に居住していたことが分かる書類 

 ⑷ 従業員が転入前２年間市内に居住していないことが分かる書類 

 ⑸ 従業員が居住する賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し及び当該賃貸借に 

係る賃借料が分かるものの写し 

 ⑹ 新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金誓約書（交付申請用）（別記第 

２号様式） 

 ⑺ 従業員の納税証明書 

 ⑻ 従業員の住民票（新発田市内での住民登録が確認できるもの） 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 



第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

補助金の交付又は不交付を決定し、新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助

金交付決定通知書（別記第３号様式）又は新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家

賃補助金不交付決定通知書（別記第４号様式）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

 （申請の取下げ） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、事情の変更等により申請の取下げをしようとするときは、新

発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金取下書（別記第５号様式）を市長に

提出しなければならない。 

 （交付変更申請等） 

第１０条 交付決定者は、交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに新

発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金変更申請書（別記第６号様式）に変

更内容が分かる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金変更決定通知書

（別記第７号様式）により当該申請者に通知するものとする。この場合にお

いて、補助金額の増額は行わないものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 交付決定者は、各年度ごとに家賃の支払実績について、新発田市Ｕ・

Ｉターン就職推進家賃補助金実績報告書（別記第８号様式）に次に掲げる書

類を添えて、市長に報告しなければならない。 

 ⑴ 家賃を支払った従業員一覧 

⑵ 家賃を支払ったことが証明できる書類 

⑶ 従業員の住民票（新発田市内での住民登録が確認できるもの） 

 ⑷ 新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金従業員誓約書（実績報告用）

（別記第９号様式） 



 ⑸ その他、市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する実績報告は、実績報告を行う年度の翌年度の４月１０日ま

でに行わなければならない。ただし、補助期間が満了する月が属する年度の

実績報告については、補助期間満了の日から起算して１月を経過する日又は

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、その内容を

審査の上、各年度ごとの補助金の額を確定し、新発田市Ｕ・Ｉターン就職推

進家賃補助金確定通知書（別記第１０号様式）により、当該報告者に通知す

るものとする。 

 （補助金の取消し及び返還等） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。 

 ⑵ その他この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し

たときは、新発田市Ｕ・Ｉターン就職推進家賃補助金交付決定取消通知書（別

記第１１号様式）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年６月３日から実施する。 

 


